
中京中だより
学校通信 Ｎｏ．６ 通巻1７３号

令和２年１１月２７日

日 曜 １２月の行事予定 給食

1 火 代議・専門委員会② ○

2 水 〇

3 木 後期人権学習（６限） ○

4 金 ○

5 土

6 日

7 月 ○

8 火 眼科検診（午前） ○

9 水 〇

10 木 １年 内科検診（午後） ○

11 金 ○

12 土

13 日

14 月 ○

15 火 三者懇談① ×

16 水 三者懇談② ×

17 木 三者懇談③ ×

18 金 三者懇談④ ×

19 土

20 日

21 月 三者懇談⑤ ×

22 火 学年集会１年１限，２年２限，３年３限 ×

23 水 ２学期終業式 ×

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

１月の予定
5日（火）3学期開始（給食無し）
5日（火）～8日（金）生活確立週間
６日(水）避難訓練（７限）(給食なし）
８日（金）代議・専門員会③
13日（水）１年 能の体験授業（3，４限）
16日（土）3年 土曜学習
21日（木）～22日（金）3年第4回定期テスト

１２月預かり金振替は１０日（木）と２５日（金）です。
１・２年 5,000円

※1組の諸費納入は終了しました。

学校閉鎖
12月28日より1月3日まで

冬
季
休
業

12月24日
～

1月4日

「人権週間」

12月10日は何の日かご存知でしょうか。
答えは，「人権day」です。
国際連合は，1948年12月10日に，世界

における自由，正義及び平和の基礎である基
本的人権を確保するため，全ての人民と全て
の国とが達成すべき共通の基準として，世界
人権宣言を採択しました。その後，12月10
日を「人権day」と定め，全ての加盟国及び
関係機関に対し，この日を祝賀して人権活動
を推進するための諸行事を行うように要請す
る決議を採択したのです。日本でも，1949
年から毎年，「人権day」である12月10日
を最終日とする1週間を「人権週間」と定め
ています。
今年は，新型コロナウイルス感染症の感染

拡大に伴って，感染者や医療従事者，またこ
れらの方々の家族などに対する偏見や差別と
いった様々な人権問題が発生するとともに，
SNS上で他人を誹謗中傷したり，個人の名
誉やプライバシーを侵害したり，あるいは差
別を助長するような情報を発信したりすると
いったインターネット上の人権侵害も深刻な
問題となっています。
皆さんの周りでは，

気になることはありま
せんか。誰しもが苦労
している今だからこそ，
改めて『人権』につい
て考え，自分の行動を
見直してみてはいかが
でしょうか。本校でも，
12月3日に人権にかか
わる学習を行う予定で
す。全ての人に与えら
れた権利とは…。

引用：法務省HP「第72回人権週間」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.html

研究主任 華井 崇博

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.html


『修学旅行 ＩＮ 南信州（３年）』 １１月2日（月）～4日（水）
３年生は11月2日～4日の2泊3日で長野県の飯田市へ修学旅行に行きました。コロナウィルス感染拡大防止の影

響で，日程や場所がたびたび変更になる中，やっと３度目の変更で行くことができました。大自然の環境の中，
学校では学ぶことのできない多くのことを体験できました。

『生徒会認証式』 １１月1１日（水）
10月22日（木）の生徒会役員選挙によって，

後期の執行委員が決まりました。また，各学
級で学級役員の選挙もおこなわれました。生
徒会の認証式は，11月11日（水）6限に行われ，
前期執行委員から，後期執行委員へと伝統が
受け継がれました。今年度はＺｏｏｍによる
認証式となりましたが，旧執行委員から新執
行委員に生徒会旗が渡され，新生徒会長から
各委員に認証書が渡されました。新しい生徒
会がスタートします。


